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京都市文化市民局市民スポーツ振興室
（担当：椿・鈴木　電話２２２－３１３７）

１　目的
京都市では、京都にゆかりのあるトップアスリートや競技指導者の功績を讃えるとともに、市民スポーツの振興を図るため、平成２２年度に「京都スポーツの殿堂」事業を創設し、毎年「京都スポーツの殿堂委員会」による選考を経て、殿堂入り者の表彰を行っている。
また、スポーツに対する市民の関心を高め、競技力の向上及び市民スポーツの振興等に顕著な業績のあった方々に対し、「京都市スポーツ賞」の表彰を行っている。
　本業務は、令和８年度「京都スポーツの殿堂」及び「京都市スポーツ賞」表彰式について写真撮影及び加工作業の業務を実施するものである。

２　表彰式概要
　(１) 内容
 令和８年度「京都スポーツの殿堂」及び「京都市スポーツ賞」表彰式の写真撮影及び加工
　(２) 日時及び場所
　　　令和８年１２月２４日（木）午後２時～午後４時（予定）
　　　立命館大学朱雀キャンパス　５階大ホール
　(３) 委託業務
　　 ア　殿堂入り者記念撮影　１３時４０分～（予定）
　　 イ　表彰式写真撮影　１５時３０分～（予定）
　　　　 被表彰者の集合写真の撮影を行うこと。
　　 ウ　撮影に必要な機材等（ひな壇含む）の手配
エ　加工等
　　　　 適宜データ加工を行い、京都市の指示する枚数・サイズの写真印刷及びデータ提供を行うこと。
　　　　 ※納期：令和９年１月２９日（金）まで

３　その他
(１) 著作権
本業務に係る映像等の著作権は、本市に帰属する。
(２) 自主的な情報収集
受託者は、取組の実施に必要な情報を自主的に収集、報告する。
(３) 報告及び打合せ
受託者は、本業務の遂行に当たって、必要の都度、本市と打合せを行い、業務の
進行状況の報告を行う。また、計画的な業務の遂行のため、事前に打合せを行う。
(４) データ保護及び個人情報の保護
　受託者は、データ保護及び個人情報の保護を遵守する。
